
目

次

告

示

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
三
十
四
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第564号令和５年１月23日 月曜日

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
八
戸
営
業

部

八
戸
市
大
字
八
日
町

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
八
戸
中
央

支
店

八
戸
市
大
字
八
日
町

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
根
城
支
店

八
戸
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
出
張
所

八
戸
市
売
市
三
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
根
城
支
店

白
山
台
出
張
所

八
戸
市
売
市
三
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
十
和
田
支

店

十
和
田
市
東
一
番
町

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
十
和
田
中

央
支
店

十
和
田
市
東
一
番
町

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
三
戸
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
南
部
支
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
三
戸
南
部

支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
南
部
中
央

支
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
五
戸
支
店

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
大
町

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
五
戸
中
央

支
店

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
大
町

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
仙
台
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町

一
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
仙
台
一
番

町
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町

一
丁
目

第
五
百
六
十
四
号

令
和
五
年一

月
二
十
三
日

（
月
曜
日
）



「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
五
年
一
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

千
島

福
弥

青
森
市

青
森
市
大
字
四
戸
橋
字
富
田
二
二
〇

中
野

雅
仁

つ
が
る
市

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
下
広
野
六
八

農
業
組
合
法
人
浦
島

生
産
組
合

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木
字
若
宮
一
三

一
四
の
一
ほ
か
三
筆

高
木

正
義

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
切
田
字
北
ノ
沢
四
一
の
六
の

う
ち
ほ
か
四
筆

立
崎

信
隆

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
森
田
一
七
八
の
一
ほ

か
一
筆

立
崎

信
隆

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
森
田
一
七
八
の
二

株
式
会
社
佐
伯

フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
東
北
町

上
北
郡
七
戸
町
字
赤
川
向
六
八
の
三
ほ
か
八

筆

株
式
会
社
佐
伯

フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
東
北
町

上
北
郡
七
戸
町
字
川
口
三
九
の
一
ほ
か
二
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
二
四
の

一
ほ
か
一
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
六
一
ほ

か
三
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
加
鉢
三
九
ほ

か
五
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
二
三
の

四
ほ
か
七
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
桜
田
一
〇
九
ほ

か
一
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
二
四
の

一
〇

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
新
舘
字
中
田
七
九
ほ
か

一
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
二
三
の

五
ほ
か
五
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
新
舘
字
中
田
七
六
ほ
か

七
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
坊
頭
九
〇

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
菅
林
一
〇
五
の

一
ほ
か
二
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
菅
林
一
四
三
の

一
ほ
か
二
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
新
舘
字
八
幡
一
三
八
の

二
ほ
か
三
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
菅
林
三
の
一
ほ

か
五
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
一
二
二

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
菅
林
二
〇
の
一
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株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
東
京
支
店

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町

一
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
東
京
中
央

支
店

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町

一
丁
目



小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
二
九
の

二
ほ
か
八
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
谷
地
三
五
の

一
ほ
か
三
筆

小
林
農
事
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
坊
頭
九
五
の

二
ほ
か
一
筆

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
四
年
八
月
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
三
日

中
南
地
域
県
民
局
長

澁

谷

俊

樹

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
軽

平
川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
四
年
八
月
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
三
日

中
南
地
域
県
民
局
長

澁

谷

俊

樹
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


